
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
八
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
害
が
港
湾
に
お
い
て
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
首
都
直
下
地
震
、
南
海
ト
ラ
フ
の

巨
大
地
震
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
市
民
生
活
や
産
業
活
動
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
港
湾
に
お
い
て
防
災
・
減
災
の
た
め
の
措
置
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

二

被
災
港
湾
に
お
い
て
関
係
者
間
の
連
携
が
十
分
に
行
わ
れ
ず
物
流
機
能
の
復
旧
に
時
間
を
要
し
た
と
い
う
東
日
本
大
震
災

、

、

、

の
教
訓
を
踏
ま
え

関
係
者
の
意
見
を
十
分
聴
く
な
ど

そ
の
協
働
に
よ
り
港
湾
事
業
継
続
計
画
の
策
定
を
全
国
的
に
進
め

非
常
災
害
時
に
お
け
る
港
湾
物
流
機
能
の
維
持
と
早
期
復
旧
が
図
ら
れ
る
よ
う
最
善
を
尽
く
す
こ
と
。
ま
た
、
港
湾
広
域
防

災
協
議
会
の
活
用
等
に
よ
り
港
湾
事
業
継
続
計
画
に
他
港
と
の
連
携
体
制
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
等
、
広
域
的
な
視

点
に
立
っ
た
港
湾
間
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
構
築
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
。



三

港
湾
施
設
の
適
切
な
維
持
管
理
・
更
新
が
、
国
民
の
生
命
や
財
産
を
守
る
と
と
も
に
、
我
が
国
を
支
え
る
臨
海
部
立
地
産

業
の
競
争
力
強
化
に
も
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
老
朽
化
の
現
状
把
握
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
港
湾
管
理
者
及
び
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
等
に
お
い
て
港
湾
施
設
を
管
理
す
る
民
間
事
業
者
が
港
湾
施
設
の
老
朽
化
対
策
を
適
切
に
実
施
で
き
る
よ
う
必
要
な

支
援
を
行
う
こ
と
。

四

輸
入
ば
ら
積
み
貨
物
の
海
上
輸
送
の
共
同
化
の
推
進
が
港
湾
の
秩
序
の
確
立
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
特
定
港
湾
管

理
者
へ
の
助
言
に
努
め
る
と
と
も
に
、
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
関
係
者
の
意
見
を
十
分
聴
い
た
上
、
必
要
に
応
じ
、
適

切
に
対
処
す
る
こ
と
。
ま
た
、
港
湾
の
秩
序
あ
る
運
営
と
安
全
確
保
の
た
め
に
、
適
正
な
料
金
設
定
、
雇
用
の
安
定
、
職
域

の
確
保
、
福
利
厚
生
の
増
進
等
を
図
り
、
良
好
な
労
働
条
件
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


